
姉小路ホームヘルパーステーション 利用契約書 

 

         様(以下、「契約者」という)と 社会福祉法人七野会(以下、「事業者」

という)は契約者が姉小路ホームヘルパーステーション（以下、「事業者」という）から提供

される訪問介護サービスについて、次のとおり契約します。 

 

(契約の目的) 

第１条 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその居宅において、その有す

る能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目

的として、訪問介護サービスを提供し、契約者は事業者にそれに対する料金を支払います。 

２ 事業者が契約者に対して実施する訪問介護サービス内容、利用日、利用時間、契約期間、

費用等の事項は、訪問介護計画書及び重要事項説明書に定めるとおりとします。 

 

(契約期間) 

第２条 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了までと

します。 

２ 契約満了の７日前までに契約者から事業者に対して文書により契約終了の申し出がな

い場合は、契約は更新されたものとします。 

 

(訪問介護計画の決定・変更) 

第３条 事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って契約者の訪問介護計画を作成し、

同意を得たうえで決定するものとします。 

２ 事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは契約者及び家族

等から変更の要請があった場合に十分に協議をしたうえで訪問介護計画を変更するもの

とします。 

３ 事業者は、訪問介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容

を確認するものとします。 

 

(訪問介護サービスの提供) 

第４条 事業者は契約者の居宅に訪問介護員を派遣し、契約者に対して入浴・排泄・食事の

介護、調理・洗濯・掃除・買物等の生活援助、その他日常生活上の世話を提供するものと

します。 

２ 事業者が提供する訪問介護サービスの具体的内容、介護保険適用の有無については、別

紙、重要事項説明書及び訪問介護計画書のとおりとします。 

 

(運営規程の遵守) 

第５条 事業者は、別に定める運営規定に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、

 本契約に基づくサービスを提供することとします。 

２ 契約における運営規程については、事業者、契約者ともに遵守するものとし、事業者が

これを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。 

３ 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することがで



きます。 

 

(利用料金の支払い) 

第６条 契約者は、重要事項説明書及び訪問介護計画書に基づいたサービス利用料金を事業

者に支払うものとします。  

２ サービス利用料金は、１ヶ月毎に計算し、契約者はこれを翌月末日までに支払うものと

します。  

 

(サービス利用の変更) 

第７条 契約者は利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、サービス実施の２４時間前

までに事業者に通知するように努めるものとします。 

２ 事業者はサービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が

できない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。 

 

(利用料金の変更) 

第８条 事業者は契約者に対して、１ヶ月までに文書で通知することにより、利用料金の変

更を申し入れることができることとします。 

２ 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解除することができ

ることとします。 

 

(事業者及びサービス従事者の義務)  

第９条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命・身体・生

活環境の安全・確保に配慮するものとします。  

２ 事業者は、契約者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、それをサー

ビスの完結日より５年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は

その複写物を交付するものとします。 

３ 事業者及びサービス従事者は、訪問介護サービスを提供するうえで知り得た契約者及び

その家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契

約の終了した後も継続します。 

 

(損害賠償) 

第１０条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事

由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 

２ 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

 

(契約の終了) 

第１１条 契約者は、本契約の有効期間中、契約希望終了日の７日前までに事業者に通知す

ることによって、本契約を解除することができるものとします。但し、契約者の病変、急

な入院などやむを得ない事情がある場合はこのかぎりではありません。 

２ 契約者は、事業者及びサービス従事者が以下の行為を行った場合には、本契約を解除す

ることができます。 



（１）事業者及びサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施

しない場合 

（２）事業者及びサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

（３）事業者及びサービス従事者が契約者もしくはその家族等に対して社会通念を著しく逸

脱する行為を行った場合 

３ 事業者は契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 

（１）契約者によるサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、催告期間が３０日を越

えたにもかかわらずこれが支払われない場合。 

（２）契約者もしくはその家族等が事業者及びサービス従事者に対して本契約を継続しがた

いほどの著しい不信行為を行った場合。 

４ 次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了するこことします。 

（１）契約者が介護保険施設を利用した場合 

（２）契約者の要介護認定区分が自立・要支援と認定された場合 

（３）契約者が死亡した場合 

 

(苦情処理) 

第１２条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を

受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。 

 

(協議事項) 

第１３条 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところ

を遵守し、事業者と契約者が誠意をもって協議するものとします。 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各１通を

保有するものとします。 

 

                                                        令和  年  月  日 

 

              契約者   住所 

  

                    氏名               印 

 

              署名代筆者 住所                               

 

                    氏名               印  

   

                    (本人との関係)                

                                                                                 

              住 所    京都市北区大北山長谷町５番地３６ 

              事業者     社会福祉法人  七野会 

              事業所名  姉小路ホームヘルパーステーション 

              代表者名  理事長  井上 ひろみ     印     



姉小路ホームヘルパーステーション 重要事項説明書 

 

当事業所は御契約者に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要

や提供されるサービスの内容・契約上、ご注意いただきたいことを次の通り説明

します。 

                        姉小路ホームヘルパーステーション 

                 京都市指定 第２６７０３００４４７号 

 

1．事業者 

法人名    社会福祉法人七野会 

電話番号   ０７５―４６６－５０９５ 

代表者氏名  理事長  井上 ひろみ 

設立年月日  昭和６０年 ７月 ２４日 

 

２．事業所の概要 

種類     指定訪問介護事業所   

事業の目的  指定訪問介護は、介護保険法令に従い、ご契約者が居宅において可能な限り

自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サ

ービスを提供します。 

名称      姉小路ホームヘルパーステーション 

所在地      京都市中京区堀川通姉小路下ル姉東堀川町76 

電話番号     ０７５‐２５７‐０９７７ 

管理者名    岩﨑 朋子                 

運 営 方 針   事業所の訪問介護員等は要介護者等の心身の特性をふまえてその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の

介護その他の生活全般にわたる援助を行う。  

        事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス

        との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

開設年月日  平成 ２５年 ４月 １日 

 

 

３．通常の事業の実施地域  

 京都市上京区の今出川通以南、河原町通以西の地域              

 京都市中京区の西大路通以東、河原町通以西の地域 

    京都市下京区の五条通以北、河原町通以西の地域 

     

４．営業日及び営業時間  

日曜日―土曜日  午前８時３０分―午後５時３０分 



（サービス提供時間： 午前６時―午後１０時） 

 ＊訪問介護員の派遣は午前６時～午後１０時まで可能です。利用者及び担当のケアマネー

ジャーと相談の上、派遣時間を決定します。 

 ＊天候・災害等の理由により訪問の時間を変更及びサービスを中止させていただく場合が

ございます。その際はあらかじめご相談させていただきます。 

 

５．職員の体制(職員の配置については指定基準を充たしております)                   

職   種 常 勤 非常勤 職 務 の 内 容  

管理者 
１名 

（兼務） 
 

職員を指導監督し適切な事業の運

営をはかるように統括する 

 

サービス提供責任者 

（介護福祉士） 

２名 

（兼務） 
 

訪問介護の利用申込に係る調整、訪

問介護員に対する技術指導、訪問介

護計画の作成などを行う。 

 

訪 

問 

介

護 

員 

介護福祉士 ２名 １名 事業の目的にあたる内容を実施す

る 
介護養成研修１級課程

修了者（ヘルパー１級） 
 ０名 

介護養成研修２級課程

修了者（ヘルパー２級）  ３名 

  

 

６．利用料金表(自己負担額)    別紙参照 

 

７．利用料金のお支払い方法 

   前記６．の利用料金（自己負担額）はの料金・費用は、サービスの利用終了後に１

ヶ月毎に請求します。毎月、15 日頃までに前月分の請求をいたしますので、以下

の方法によりお支払いください。なお、入金確認後、領収書を発行いたします。（引

き落としで支払いの場合、翌月の請求書の裏面が領収書となる場合があります。） 

 

① 事業所に直接お支払い。（28日までにお支払いください） 

② 下記指定口座からの自動引き落とし（手数料は法人負担） 

・ゆうちょ銀行のいずれかの、ご指定の口座から引き落としいたします 

  引落日、毎月28日(土日祝の場合は翌営業日) 

・京都銀行のいずれかの、ご指定の口座から引き落としいたします 

  引落日、毎月25日（土日祝の場合は翌営業日） 

③ 郵便振替で送金（28日までにお支払いください） 

下記の郵便振替口座にてご送金ください 

口座番号 01020-9-82287 

口座名称 社会福祉法人七野会 

 

８．サービス利用の変更 

  利用者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービ

スの利用を追加することができます。この場合には実施日の前日１７時前までに事業者に

申し出てください。尚、変更、追加につきましては、訪問介護員の稼動状況等を見ながら



ご利用者と協議をさせていただきます。  

 

９．秘密の保持 

 ・事業所職員は、サービス提供をする上で知り得た契約者及びその家族に関する秘密を正

当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。 

 ・事業所職員は、契約者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、

契約者及びその家族の個人情報を用いません。 

 

１０．サービス提供中の事故発生時の対応について 

 ・サービス提供中に事故等が発生した場合には、別途の「緊急時及び事故対応マニュア

ル」に沿って対応いたします。その際に、利用者およびご家族の安全と権利を守るよ

う努力すると共に、可能な限り事前に利用者およびご家族の納得、ご了解が得られる

ようにいたします。 

 ・事業所は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由によ

り契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 

 ・サービス提供中に事故等が発生した場合には速やかに京都市へ報告いたします。 

 

１１．損害賠償について 

 ・当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を補償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ・ただし、その損害の発生について、利用者に故意または過失が認められる場合には、

利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、事業者は損害賠

償責任を減じる場合があります。 

 

１２．苦情・相談の受け付け 

 ・当事業所ではご契約者またはご家族の方からの苦情・相談の受け付けをおこなっており

ます。 

   所在地    京都市中京区堀川通姉小路下ル姉東堀川町76 

   電話番号   ０７５－２５７－０９７７ 

   ＦＡＸ    ０７５－２５７－０９８８ 

   苦情受付担当者   姉小路ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ ｻｰﾋﾞｽ提供責任者  岩﨑 朋子 

   苦情解決責任者   生活支援総合センター姉小路 部長     小林 新一郎 

  ご利用時間  日曜日～土曜日  午前８時３０分～午後５時３０分  

 

 ・運営法人における苦情処理第三者委員による苦情の受付 

   第三者委員 

小川 栄二（元立命館大学教授）  

    藤松 素子（佛教大学教授）   電話 ０７５－４９１－２１４１（佛教大学） 

原田 眞美 (認知症の人と家族の会京都府支部世話人)  

                    電話 ０５０－５３５８－６５８０ 

                        （認知症の人と家族の会京都府支部） 

 



・尚、当事業所以外にも居宅介護支援専門員、各区役所、国民健康保険団体連合会でも苦

情を受け付けております。 

  京都市上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課  電話 ０７５－４４１－５１０６ 

  京都市中京区役所保健福祉センター健康長寿推進課  電話 ０７５－８１２－２５６６ 

  京都市下京区役所保健福祉センター健康長寿推進課  電話 ０７５－３７１－７２２８ 

  国民健康保険団体連合会      電話 ０７５－３５４－９０９０ 

                                                      

１３．第三者評価の実施状況 有  

 実施した直近の年月日 令和４年１２月２３日 

   評価機関 一般社団法人 京都市老人福祉協議会 

 

指定訪問介護サービスの開始にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行い、交付しまし

た。 

 

姉小路ホームヘルパーステーション 

 

                       職名 

 

                       氏名            印 

 

私は、本書面に基づいて姉小路ホームヘルパーステーションから重要事項の説明を受け、指

定訪問介護サービスの提供開始及び利用料徴収に同意し、受領しました。また、サービス担

当者会議等への利用者及び家族の必要な個人情報の提供について同意し、緊急の医療上の必

要性がある場合には医療機関等に情報を提供することについても同意しました。 

    

説明、同意、交付日  令和  年  月  日 

           

                   利用者 住所 

 

                       氏名            印 

                   

                 署名代筆者 住所 

 

                       氏名            印 

                      （本人との関係）         



同 意 書 

 

 

                       姉小路ホームヘルパーステーション 

 

  

 私と貴事業所との間で、令和  年  月  日に締結した契約書９条の秘密保持に関

し、サービス担当者会議等において、私及び私の家族の個人情報を、契約の有効期間中用

いることを同意いたします。 

 

           

令和  年  月  日 

 

 

 利用者     

住所 

 

氏名                     印 

             

            

 家族     

住所 

 

氏名                     印 

             （利用者との関係） 

 

 

 家族     

住所 

 

氏名                     印 

             （利用者との関係） 

 

 

 家族     

住所 

 

               氏名                     印 

             （利用者との関係） 

 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、

私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

           署名代筆者 

               住所 

 

               氏名                     印 

             （利用者との関係） 


